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【研究の目的】 
「権利」の概念は、法理学、法解釈、そして倫理学において、最も重要な、そして最も把握の困難な概

念のひとつとされている。本共同研究の目的は、この概念を法理学的、比較法法制度論的観点から明らか
にしようとするところにある。 
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